
サンプルテキスト

   

ニュースコンテナー記事 No．３                                                   ■ 発行 ２０１０．１２．１０       

子供向け製品の定義に関する最終解釈規則を発表 CPSC 
 

 

 

 

    

      

  

〒336 -0015 さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2 

TEL.048-887-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

RoHS 指令の公定分析法である IEC 62321 の追加申請が認定されました！ 

当社が既に認定を取得している試験所認定の国際規格 ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) に

おいて、IEC 62321 7 及び 8 の認定範囲への追加申請が、認定機関である（財）日本適合性

認定協会（JAB）より認められました。より信頼性の高い結果をご提供いたします。  

 

米消費者製品安全委員会（CPSC）は、消費者製品安全改善法（CPSIA）に使用されている「子供向け

製品」の定義に対して、最終的な解釈規則を 2010 年 10 月 14 日に発表しました。  

  

「子供向け製品」について、「主として12歳以下の子供が使用することを目的とする消費者製品」と

定義されています。製品が「子供向け製品」であることを確定するために、以下のCPSIAに規定された

下記の 4 つの内容についての詳細を解釈規定で説明しています。 

1. ラベルを含めた製品の使用対象年令についてのメーカーの表示がされているか 

2. 製品の包装、展示、販売促進及び広告では「12 歳以下の子供向け製品である」ことを説明してい

るか 

3. 消費者にこの製品が「12 歳以下の子供向け製品」であることが一般的に認められるか 

4. 2002 年 9月に発表された年令確定のガイドライン及びその関連の内容に従っているか 

  

また、メーカーが理解しやすいように、家具や備品、収集品、宝石類、DVD、ビデオゲーム、コンピュー

タ製品、アート材料、科学機器、スポーツ用品、レクリエーション機器及び楽器についても、詳しく説明し

ています。 

 

当社は、玩具に関する有害物質の分析が可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。 
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